
基本様式４ 

 

    指定管理施設の管理運営評価票（評価対象年度：令和２年度） 
 

施設所管部署 生きがい・交流部 文化振興課 

評価対象期間 令和 ２年 ４月 １日 ～ 令和 ３年 ３月３１日 

評価対象年度指定管理料 ２０５，８７９，０００円 

１．施設の概要等 

施設の概要 

名称  焼津市焼津文化会館 

所在地  焼津市三ケ名１５５０ 

設置目的  地域文化の振興を図ることを目的とする 

設備の概要 

（施設面積）１１，６８９㎡ 

（施設内容）大ﾎｰﾙ、小ﾎｰﾙ、ﾘﾊｰｻﾙ室、会議室、練習室、和室 

      展示室、茶室 

２．指定管理者の概要等 

指定管理者 
名称 公益財団法人 焼津市振興公社 代表者 理事長 𠮷永律子 

所在地  焼津市三ケ名１５５０番地 

指定管理業務の内容 

○使用の許可及び施設の供用に関する業務 

○使用料の収受に関する業務 

○施設及び付属設備の維持及び管理に関する業務 

○文化催事事業の企画・実施に関する業務 

○その他市長が必要と認める業務 

指定期間 平成３１年 ４月 １日 ～ 令和 ６年 ３月３１日 

３．指定管理者業務運営項目評価 

評価項目 指定管理者 文化・交流課 

自己評価 評価の理由 評価 評価の理由 

１．施設体制に関する

評価 
Ｂ 

協定書等に準拠した実施体

制を整えており、利用者から

の料金収受、管理記録あるい

は緊急時対応、法令遵守など

の各項目について問題なく遂

行している。また、継続して

公益法人コンサルタント、社

会保険労務士より適切な指導

を受けている。 

新型コロナウイルス感染症

の対応についても、焼津市の

方針や各種ガイドラインを踏

まえ、文化・交流課と協議し、

会館方針を決めており、安全

で安心な体制づくりを図って

いる。 

Ｂ 

外部コンサルタントや社会

保険労務士等の専門家により

適切な指導を受けながら協定

書に準じた実施体制を整えて

おり、市との連絡調整につい

ても適切に行われている。 

新型コロナウイルス感染症

の対応については、会館方針

を策定したうえで、感染拡大

防止対策の徹底に努めてい

る。 

２．サービス内容や 

水準に関する評価 
Ｂ 

新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、市の指示によ

り４月 21日～５月 20日の間、

臨時休館とし、臨時休館後は

国等の指針に基づき定員制限

Ｂ 

幅広いジャンルの事業を開

催し、市民参加型や普及協働

型の中高生芸術鑑賞教室等、

市民の芸術文化の向上に寄与



及びマスク着用・換気消毒等

の対策を徹底した。利用者数

は 50,549 人と、令和元年度と

比較して 163,623 人の大幅減

となった。 

当初計画していた事業の多

くが延期・中止となったが、

市民参加型の初めてのマジッ

ク教室や普及協力型の中高生

芸術鑑賞教室など幅広いジャ

ンルでの事業を実施すること

ができた。公演のお客様対象

のアンケートでは、満足度

99.2％の高評価を得ることが

できた。また、コロナ禍での

新たに配信事業にも取り組

み、多くの再生数を数えるこ

とができた。 

施設全体の利用について

も、大きな苦情や事故もなく、

利用者アンケートでも 94％

の高評価を得ている。 

できている。また、施設利用

者アンケート及び事業アンケ

ートともに高評価を得てお

り、良好な水準を保っている。 

前年度と比較して新型コロ

ナウイルスを理由として、利

用者数は大幅に減少してしま

ったが、動画配信サイトに「焼

津文化会館チャンネル」を開

設するなど、コロナ禍におい

て新たな事業を立ち上げる熱

心な姿勢が伺える。 

３．収支等の評価 Ｂ 

予算の執行は、公社会計規

程に基づき執行している。会

計システムを導入し、会計事

務所の指導のもと適正に処理

している。事業収支について

は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のための臨時休館や

事業中止による施設管理、事

業に関する不用額を含む指定

管理料 2,750 万円を返還し

た。 

経営状況分析においては、

コロナ禍であっても、それぞ

れの指標で営利を目的としな

い公益財団法人として普通以

上から理想とする数字を維持

している。 

Ｂ 

振興公社独自に会計システ

ムを導入しており、会計事務

所の指導の下、適正に処理さ

れている。効率的な予算執行

を心掛け、経費の縮減に努め

ている。 

また、コロナ禍であっても

安定した財政基盤が構築でき

ている。 

総合評価 Ｂ 

焼津文化会館及び焼津市文

化センターの指定管理者とし

て協定書等を順守し、適正な

管理に努めた。 

新型コロナウイルス感染症

の影響で、利用者数、利用件

数ともに令和元年度を大きく

下回る結果となったが、国等

の指針に基づき感染症対策を

徹底し、利用者と入念な調整

のもと可能な範囲で施設の利

用及び事業を実施することが

できた。 

またコロナ禍において、「ケ

ロポンズ配信親子コンサー

ト」や「スギテツのおうちで

音楽実験室」の２本の動画配

信事業を実施するなど新たな

Ｂ 

文化センターの安全管理に

ついて徹底し、大きな事故等

なく安全な管理運営が出来て

いる。 

施設利用者が安心して施設

利用が出来るように配慮して

おり、常にサービスの向上を

心掛けている。 

市民の芸術文化の振興を図

るための事業を開催し、良質

な催事と文化活動の場の提供

がなされている。 

公益財団法人として収支の

均衡が図られるように工夫し

た芸術文化事業が開催されて

おり、より一層の経営状況の



取り組みを行った。施設利

用・公演ともにお客様アンケ

ートでは高評価を得た。 

収支については、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため

の費用が新たに発生はしたも

のの、臨時休館や事業中止に

よる施設管理等に関する不用

額を含む指定管理料 2,750 万

円を返還し、経営分析指標も

公益財団法人として理想とす

る数字を維持している。 

 

安定を図っている。 

 

【評価区分】 

評価基準：Ａ（優 良）協定書、仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。 

Ｂ（良 好）協定書、仕様書等を遵守し、その水準に概ね沿った管理内容である。 

Ｃ（課題含）協定書、仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。 

Ｄ（要改善）協定書、仕様書等を遵守しておらず、改善の必要な管理内容である。 

 


